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広島県情報公開・個人情報保護審査会（諮問 23（情）第 84号） 

 

第１ 審査会の結論 

広島県知事（以下「実施機関」という。）が本件異議申立ての対象となった行政文

書について，不存在であることを理由に不開示とした決定は，妥当である。 

 

第２ 異議申立てに至る経過 

１ 開示の請求 

異議申立人は，平成 23 年 11 月７日，広島県情報公開条例（平成 13 年広島県条例

第５号。以下「条例」という。）第６条の規定により，実施機関に対し，実施機関が

平成 23年 11月２日に発表した「公用の郵便切手 40万 8020円相当を金券ショップで

換金し，私的に流用した健康福祉局の非常勤職員（以下『本件非常勤職員』という。）

を免職にした事実」（以下「本件免職事案」という。）に関する内容が記載されてい

る文書として，①発表に関する決裁文書（以下「別件請求文書１」という。），②発

表の際の質疑応答を記録した文書（以下「本件請求文書」という。），③担当する業

務に必要という理由で不正に受領した郵便切手のそれぞれの実績（受領年月日・その

年月日ごとに受領した郵便切手の額，郵送先ごとの普通郵便や特定記録などの郵送区

分の内訳）（以下「別件請求文書２」という。）及び④上記③の特定記録などの郵送

区分を判断することについて，職場の上司が承認した事実が確認できる文書（以下

「別件請求文書３」という。）の開示の請求（以下「本件請求」という。）をした。 

 

２ 本件請求に対する決定 

実施機関は，本件請求に対して，別件請求文書１及び別件請求文書２については，

対象となる行政文書を特定し行政文書開示決定を行ったほか，本件請求文書及び別件

請求文書３については作成又は取得していないため，それぞれ不存在を理由とする行

政文書不開示決定（このうち本件請求文書に係る決定を「本件処分」という。）を行

い，平成 23年 11月 21日付けで異議申立人に通知した。 

 

３ 異議申立て 

異議申立人は，平成 23 年 12 月５日，本件処分を不服として，行政不服審査法（昭

和 37 年法律第 160 号。平成 26 年法律第 68 号による改正前のもの）第６条の規定に

より，実施機関に対し異議申立てを行った。 

 

第３ 異議申立人の主張要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

   本件処分を取り消し，本件請求文書を開示するよう求める。 

 

２ 異議申立ての理由 

異議申立人が，異議申立書で主張している異議申立ての理由は，おおむね次のとお

りである。 
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本件処分は，本件請求の対象とした文書を「作成又は取得していない」という理由

により開示しなかったものである。 

このことは，不正の事実とその背景や責任の所在をうやむやにしようと画策してい

るものである。 

本来は当然に存在すると思料される開示請求の対象文書を速やかに適正に開示する

よう要求する。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

実施機関が，理由説明書で説明する本件処分を行った理由は，おおむね次のとおり

である。 

異議申立人が指摘するとおり，平成 23 年 11月２日に本件免職事案について，県政

記者クラブに資料提供した。 

資料提供後はマスコミ各社からの問い合わせに対して個別に対応しているが，本件

免職事案について質疑応答を記録した文書は作成しておらず，本件請求文書は存在し

ない。 

 

第５ 審査会の判断 

 １ 本件請求文書について 

本件請求文書は，本件免職事案の発表の際の質疑応答を記録した文書であり，実施

機関は作成又は取得していないため，本件処分を行ったものである。 

異議申立人は，本件請求文書は，本来は当然に存在すると思料されるため適正な開

示を求める旨主張していることから，以下，その存否について検討する。 

 

２ 本件処分の妥当性について 

実施機関は，本件免職事案の公表後，マスコミ各社からの問い合わせに対して個別

に対応していると説明するが，本件請求において，質疑応答の質疑者はマスコミ各社

に限定されていないことから，マスコミ各社のほか一般県民等も含まれると解される

ところ，実施機関は，一般県民等からの質疑を含め，本件免職事案に係る質疑応答を

記録した文書は作成していない旨説明する。 

そこで，当審査会から実施機関に対し，実施機関の職員の処分について公表した場

合の質疑の状況，質疑に対する対応方法等について確認したところ，次のとおりであ

った。 

（１）質疑としては，事案の重大性によってその内容や量が異なるため，一概には言

えないが，事実確認等の問合せが多い。 

（２）質疑に対する対応方法等についてルール化されたものはなく，上司に報告すべ

き質疑応答があれば，必要に応じて，書面，メール，口頭のいずれかで報告し，

共有することとなるが，口頭で報告するだけの場合が多く，質疑応答の記録を残

すことはほとんどない。 

また，本件免職事案を公表（県政記者クラブへ資料提供）した後の，本件免職事案

に関する実施機関以外の者からの質疑の有無や対応状況について確認したところ，マ
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スコミからの事実確認に関する質疑はあったが，一般県民等からの質疑はなかったと

いうことであった。そして，質疑は，事前に作成していた想定問答で対応できる内容

であったため，質疑応答の記録を作成し課内で共有することはなく，口頭で上司等に

報告したと考えられるということであった。 

さらに，実施機関において，本件免職事案に係る紙媒体のファイルやサーバーを探

索させたが，質疑応答等に関する記録は保存されていなかった。 

このように，本件免職事案に関し，何らかの質疑はあったと考えられるものの，実

施機関においては質疑応答の内容を必ず記録することとはなっておらず，当該質疑は

事前に想定していた内容にとどまるため記録することなく，上司等への報告も口頭で

済ませていたと考えられること，本件免職事案に係る紙媒体のファイルやサーバーに

も，質疑応答の記録に相当するものは保存されていないということからすると，本件

請求文書が不存在であるとの実施機関の説明に，特に不自然又は不合理な点は見当た

らない。 

以上のことから，実施機関が本件請求文書を作成又は取得していないため，これを

不存在として本件処分を行ったことは妥当である。 

 

３ 結論 

   よって，当審査会は，「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

第６ 審査会の処理経過 

当審査会の処理経過は，別記のとおりである。 
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別 記 

 

審 査 会 の 処 理 経 過 

年 月 日 処 理 内 容 

24．２．３ ・諮問を受けた。 

30．４．９ ・実施機関に理由説明書の提出を要求した。 

30．４．27 ・実施機関から理由説明書を収受した。 

30．５．29 
・異議申立人に理由説明書の写しを送付した。 

・異議申立人に意見書の提出を要求した。 

30．９．21 

(平成 30年度第６回第２部会) 
・諮問の審議を行った。 

30．10．22 

(平成 30年度第７回第２部会) 
・諮問の審議を行った。 
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